
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【化１】

（ＮＨ2 はＯに対しメタまたはパラ位である。）で表さ
れる４，４’－ビス（テトラフルオロアミノフェノキ
シ）オクタフルオロビフェニル。
【請求項２】パラまたはオルトテトラフルオロアミノフ
ェノールとデカフルオロビフェニルを塩基の存在下に極
性溶媒中で反応させることよりなる請求項１記載の４，
４’－ビス（テトラフルオロアミノフェノキシ）オクタ
フルオロビフェニルの製造法。
【発明の詳細な説明】

【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、重縮合樹脂、熱硬化性
樹脂の原料あるいは架橋剤などとして有用な芳香族ジア
ミンに関し、さらに詳しくは、耐熱性、低誘電率性、透
明性、低吸湿性などの特性を有する電気、電子材料、光
学材料などの樹脂の原料として好適な新規の過フッ素化
芳香族ジアミンに関する。
【０００２】
【従来技術と発明が解決しようとする課題】フッ素原子
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が多く導入された物質は特異な性質を示すことから、そ
の特性を利用すべく広範囲の分野において活発に新規の
化合物の創出が試みられている。高分子材料の分野にお
いても従来から知られている樹脂の一部または全体にフ
ッ素含有モノマーを使用することで、本来の特性を損な
うことなく、耐熱性、低吸湿性、低誘電率、溶剤可溶性
といった好ましい特性を付与する例が数多く見られる。
【０００３】芳香族ジアミンは重縮合樹脂、熱硬化性樹
脂の原料あるいは架橋剤などとして重要な化合物であ
り、かかる化合物においても他の化合物と同様に分子中
へのフッ素原子の導入が試みられている。芳香族ジアミ

ンの内でも環同士が互いに種々の連結基により結合され
た多環式芳香族ジアミンは、それから得られるポリマー
が耐熱性、耐磨耗性、耐溶剤性などの特徴を有すること
から重要であるが、このような多環式芳香族ジアミンに
おいてもポリマーの特性を改良する目的で数多くのフッ
素化ジアミンが提案されている。例えば、文献Dopov.Ak
ad.Nauk Ukr.RSR.Ser.B: Geol.,Khim.Biol.Nauki 1978,
(8),710-12(Ukrain) には、この様なジアミン類とし
て、
【０００４】
【化２】

【０００５】（ＲはＨ、ｎは１または２）
（２）式で示される過フッ素化フェニル基を有する部分
的にフッ素化されたジアミンが記載されている。さらに
一層フッ素原子の構成比を増大させたものとしては過フ
ッ素化芳香族ジアミンであるテトラフルオロフェニレン
ジアミン、オクタフルオロベンジジンあるいはエーテル
結合で芳香族基が連結されたオクタフルオロジアミノジ
フェニルエーテルなど数種類が知られているだけであ
る。
【０００６】しかしながら、（２）式（ｎが２以上の場
合）で示されるビフェニルタイプである過フッ素化芳香
族ジアミンはこれまで全く知られていなかった。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明者らは、重縮合樹
脂、熱硬化性樹脂の原料あるいは架橋剤などとして用い
た場合において耐熱性、低誘電率性、低吸湿性のポリマ
ーを得ることができる過フッ素化芳香族ジアミンを求め
るべく鋭意検討を加えたところ、（１）式で表される
４，４’－ビス（テトラフルオロアミノフェノキシ）オ
クタフルオロビフェニルを合成できることを見出し本発
明を完成させた。
【０００８】本発明の（１）式で表される４，４’－ビ
ス（テトラフルオロアミノフェノキシ）オクタフルオロ
ビフェニルは新規な多環式過フッ素化芳香族ジアミンで
あってアミノ基と酸素連結基の結合位置はパラ位あるい
はメタ位である。
【０００９】本発明が提供する４，４’－ビス（テトラ
フルオロアミノフェノキシ）オクタフルオロビフェニル
は１分子中にベンゼン環を４個有する多環式過フッ素化
芳香族ジアミンであり、しかも通常の有機ジアミンと異
なり、炭素－水素結合が全くなく、すべて炭素－フッ素
結合に置き換っているため、これを用いて得られる樹脂
の耐熱性の向上ならびに誘電率あるいは吸湿性の低下が

期待できる。
【００１０】本発明の化合物の製造方法は、テトラフル
オロ－１，４－アミノフェノールあるいはテトラフルオ
ロ－１，３－アミノフェノールをデカフルオロビフェニ
ルと塩基の存在下に極性溶媒中で反応させることよりな
っている。本発明の製造方法における塩基としてはアル
カリ金属またはアルカリ土類金属の水酸化物、炭酸塩、
炭酸水素塩、酢酸塩などが使用でき、好ましくは炭酸塩
であり、さらに炭酸ナトリウム、炭酸カリウムがより好
ましい。
【００１１】反応溶媒である極性溶媒としてはＮ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミ
ド、Ｎ－メチルピロリドンなどのアミド系溶媒、アセト
ニトリル、ベンゾニトリルなどのニトリル系溶媒、テト
ラヒドロフラン、ジメトキシエタンなどのエーテル系溶
媒、ジメチルスルホキシド、スルホランなどが使用で
き、好ましくはアセトニトリルを挙げることができる。
【００１２】すなわち、反応溶媒として極性の低いエー
テル系溶媒を選択した場合反応の進行が遅く、一方、極
性の高いアミド系溶媒あるいはジメチルスルホキシドな
どを選択した場合ヒドロキシノナフルオロビフェニルを
生成する副反応が進行しやすいという傾向が見られる。
また、本発明の製造方法においては塩基として水酸化物
を用いた場合この副反応が比較的起こりやすい。
【００１３】以下に実施例をもって本発明の化合物の製
造方法を示す。
【００１４】
【実施例】デカフルオロビフェニル３３．４ｇ（０．１
モル）、テトラフルオロ－１，４－アミノフェノール５
１．１ｇ（０．２８モル）、炭酸カリウム３０．４ｇ
（０．２２モル）、アセトニトリル３００ｍｌを５００
ｍｌ三口フラスコにいれ還流下に２４時間攪拌した。反
応終了後、冷却し、次いで反応器内容物を濾過して不溶
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解物を除去した後、濾液を飽和重炭酸ソーダ水溶液に滴
下して生成物を析出させた。
【００１５】析出した粗生成物を濾別して水洗浄および
ヘキサンによる洗浄を行った後、乾燥させることにより
ＨＰＬＣ純度９４．１％の４，４’－ビス（テトラフル
オロアミノフェノキシ）オクタフルオロビフェニル６
２．５ｇ（収率  ９５．３％）を得た。
【００１６】この粗生成物をシリカゲルカラムクロマト
グラフィー（溶離液、塩化メチレン／ヘキサン＝１／
１）により精製し、純度９９．７５％の精製４，４’－
ビス（テトラフルオロアミノフェノキシ）オクタフルオ
ロビフェニル４３．２ｇ（融点１３１．８～１３２．４

℃）を得た。
【００１７】精製物の
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Ｆｎｍｒ（溶媒：ＣＤＣｌ3 ）

図を図１に示す。
【００１８】
【発明の効果】本発明の４，４’－ビス（テトラフルオ
ロアミノフェノキシ）オクタフルオロビフェニルは、フ
ッ素原子の導入により期待される効果を実用上最大限発
揮する新規な化合物である。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例により得られた生成物の
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Ｆｎｍｒ図で

ある。

【図１】
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